
要求公表・予算案公表

1　事業の概要

①　成果目標（H25)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

国庫返還金 直接 H24事業確定に伴う返還金 281 281

難病居宅生活支援事業

市町村

補助

ホームヘルプサービス事業、短期入所事業、日常生

活用具給付事業実施市町村への補助

80 80

登録窓口を設置し、採血（検体）を実施。 58 58

難病患者等ホームヘルパー養成研修会 直接 難病入門課程　県内2会場で開催 80 80

難病医療連携機能強化事業 委託

入院調整の件数　５０件、レスパイト入院施設確保

３病院程度

1,922 1,922

要求からの主な変更点 要求どおり

 概算事業費（B（A）+C） 61,339 60,786 60,379 60,162

７保健福祉事務所

において登録窓口

を設置し、採血

（検体）を実施

７所 7所

概　算

人件費

5.80 5.80 5.80 5.80

48,239 47,896 47,896

6,937 6,707 6,171 6,590

13,100 12,890 11,946

難病医療連携

機能強化事業

入院調整

の件数

５０件

入院調整

の件数

５０件

難病相談・支

援センター事

業

相談　１

８００件

相談　１

８００件

47,896

難病患者等

ホームヘル

パー養成研修

会

県下２会

場で開催

県下２会

場で開催

12,266

難病医療相談

相談会

６０回

相談会

６０回

Aの

財源

7,309 7,004 6,312 5,676

目標 成果 達成状況

成果目標の達成状況

予

算

額

前年度繰越

項目

当初予算 14,246 13,711 12,483 11,985

現況

（見込）

Ｈ２５

合計 11,985 281 12,266

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度 24年度 25補正後25補正後25補正後25補正後

H26

目標

補正予算 281

合計（A) 14,246 13,711 12,483

成果目標・

事業内容

１ 要支援難病患者に対する適切な療養支援が行えるよう、療養上の不安解消を図る、難病相談・支援センターにおいて患者の地域

交流・就労支援など患者の持つ様々なニーズに対応したきめ細やかな相談・支援を行う、難病医療機能連携機能強化事業において

難病医療専門員により、かかりつけ医に対する助言指導・レスパイト入院等の施設確保・病診連携を図り患者の在宅療養上の不安解

消を図る。

２ ・難病居宅生活支援事業　必要市町村への補助（国の動向により事業変更可能性あり　障害福祉サービスへの移行予定）、難病患

者等ホームヘルパー養成研修会実施　年1回2会場

３ 赤十字血液センターで登録できる諏訪・松本・長野以外の、佐久・上田・伊那・飯田・木曽・大町・北信の７保健福祉事務所において

登録窓口を設置し、採血（検体）を実施。検体を長野県骨髄データーセンター（長野県赤十字血液センター内）へ送付。

（単位：千円）　

項目 実施方法 H25実施内容

H25

（補正前）

難病相談・支援センター事業 委託 相談　１８００件、研修開催　１回以上 8,315 8,315

（2月補正） （補正後）

難病医療相談 直接 保健福祉事務所相談会　６０回 1,530 1,530

骨髄提供希望者登録推進事業 直接

目指す姿

１　難病患者等に対し、総合的な相談・支援や地域における受入れ病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことによ

り、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上に資することを目的とする。

２　在宅で療養している難病患者等の日常生活を支援し、自立と社会参加を促進するため、老人福祉、身体障害者福祉と同様の福祉事

業を実施する。

３　白血病など血液疾患治療のため、骨髄バンク登録を希望する県民に対し、登録しやすい環境を整備するため、保健所において採血

を実施する。

現状

１ 保健福祉事務所における難病医療相談事業、難病相談・支援センター事業の実施（信州大学医学部附属病院に委託）、難病医療連

携機能強化事業（重症難病患者の入院確保）（信州大学医学部附属病院に委託）

２　難病居宅生活支援事業（日常生活用具の給付、ホームヘルプサービスの実施、難病患者等ホームヘルパー養成研修会実施）

３ 赤十字血液センターで登録できる諏訪・松本・長野以外の、佐久・上田・伊那・飯田・木曽・大町・北信の７保健福祉事務所において登

録窓口を設置し、採血（検体）を実施。検体を長野県骨髄データーセンター（長野県赤十字血液センター内）へ送付。

県が関与

する理由

■法令等義務 □内部管理 ■県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 １，２ 平成10年4月9日健医発第635号厚生省保健医療局長通知「難病特

別対策推進事業実施要綱」

３　「骨髄提供希望者登録事業について」（平成16年2月23日付健発第

0223001号厚生労働省健康局長通知）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆　疾病対策の推進 実施期間 H6 ～

課・室 健康長寿課

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

６－１ 健康で長生きできる地域づくり

事業番号 04 07 14 事業改善シート （25年度実施事業分）　　□当初要求　　□当初予算案　　■補正予算案　　　□点検

事　業　名 難病対策推進事業難病対策推進事業難病対策推進事業難病対策推進事業
担

当

課

部局 健康福祉部


